
 

バス事業のあり方検討会（第２回） 

 

日 時：平成２３年 １月１４日（金） 

１８：００～２０：００  

場 所：中央合同庁舎３号館（国交省） 

１階 共用会議室     

 

議  事  次  第 

 

１．開 会 

２．関係者ヒアリング（第２回） 

 (1)プレゼンテーション 

  ① 高速ツアーバス連絡協議会 

  ② (社)日本旅行業協会・(社)全国旅行業協会 

③ 全国交通運輸労働組合総連合会・日本鉄道労働組合連合会 

④ 日本私鉄労働組合総連合会 

 (2)質疑 

３．今後のスケジュールについて 

４．その他 

５．閉 会 

 

 

 

 

○ 配布資料 

・資料１ 検討会委員名簿 

第２回検討会出席者名簿 

・資料２ 配席図 

・資料３ 関係者ヒアリング資料①（高速ツアーバス連絡協議会） 

関係者ヒアリング資料②（(社)日本旅行業協会・(社)全国旅行業協会） 

関係者ヒアリング資料③（全国交通運輸労働組合総連合会・日本鉄道労働組合総連合会）  

     関係者ヒアリング資料④ (日本私鉄労働組合総連合会） 

・資料４ 今後のスケジュールについて 

  



バス事業のあり方検討会委員 

 

学識経験者 竹内 健蔵 東京女子大学教授 

若林亜理砂 駒澤大学教授 

加藤 博和 名古屋大学准教授 

有 識 者 秋池 玲子 ボストンコンサルティンググループパートナー 

            ＆ディレクター 

和田由貴夫 バスラマ・インターナショナル編集長 

業界関係者 小田 征一 (社)日本バス協会理事・高速バス委員長 

（京成バス(株)代表取締役会長） 

富田 浩安 (社)日本バス協会理事・貸切委員長 

（日の丸自動車興業(株)代表取締役社長） 

上杉 雅彦 (社)日本バス協会理事・地方交通委員長 

（神姫バス(株)代表取締役社長） 

興津 泰則 (社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長 

島﨑 有平 (社)全国旅行業協会専務理事 

村瀬 茂高 高速ツアーバス連絡協議会会長 

（WILLER TRAVEL(株)代表取締役） 

成定 竜一 高速ツアーバス連絡協議会事務局長 

（楽天バスサービス(株)取締役） 

鎌田 佳伸 全国交通運輸労働組合総連合（交通労連） 

               軌道・バス部会事務局長 

清水 昭男 日本私鉄労働組合総連合会交通政策局長 

佃  栄一 日本鉄道労働組合連合会自動車連絡会代表幹事 

行政関係者 門野 秀行 国土交通省大臣官房審議官(自動車交通局) 

加藤 隆司 国土交通省自動車交通局総務課長 

      渡辺 秀樹 国土交通省自動車交通局安全政策課長 

      石﨑 仁志 国土交通省自動車交通局旅客課長 

      新田 慎二 国土交通省大臣官房参事官(自動車交通局) 

      廣瀬 正順 国土交通省自動車交通局旅客課 

               新輸送サービス対策室長 

      小林  豊 関東運輸局自動車交通部長 

      鈴木 昭久 観光庁観光産業課長 

      入谷  誠 警察庁交通局交通企画課長 

 

（順不同、敬称略） 

資料１



バス事業のあり方検討会（第２回出席者） 

 

【委員】 

竹内 健蔵  東京女子大学教授 

加藤 博和  名古屋大学准教授 

和田由貴夫  バスラマ・インターナショナル編集長 

小田 征一  (社)日本バス協会理事・高速バス委員長（京成バス㈱代表取締役会長） 

富田 浩安  (社)日本バス協会理事・貸切委員長（日の丸自動車興業㈱代表取締役社長） 

上杉 雅彦  (社)日本バス協会理事・地方交通委員長（神姫バス㈱代表取締役社長） 

興津 泰則  (社)日本旅行業協会国内・訪日旅行業務部長 

若井  茂  (社)全国旅行業協会事務局長【島崎委員代理】 

村瀬 茂高  高速ツアーバス連絡協議会会長（WILLER TRAVEL㈱代表取締役） 

成定 竜一  高速ツアーバス連絡協議会事務局長（楽天バスサービス㈱取締役） 

鎌田 佳伸  全国交通運輸労働組合総連合（交通労連）軌道・バス部会事務局長 

住野 敏彦  日本私鉄労働組合総連合会（私鉄総連）中央副執行委員長【清水委員代理】 

佃  栄一  日本鉄道労働組合連合会（ＪＲ連合）自動車連絡会代表幹事 

 

門野 秀行  国土交通省大臣官房審議官（自動車交通局） 

加藤 隆司  国土交通省自動車交通局総務課長 

渡辺 秀樹  国土交通省自動車交通局安全政策課長 

石﨑 仁志  国土交通省自動車交通局旅客課長 

新田 慎二  国土交通省大臣官房参事官（自動車交通局） 

廣瀬 正順  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室長 

小林  豊  関東運輸局自動車交通部長 

鈴木 昭久  観光庁観光産業課長 

中村振一郎  警察庁交通局交通企画課課長補佐【入谷委員代理】 

川田 剛司  警察庁交通局交通指導課課長補佐【オブザーバー】 

 

【事務局】 

谷口 礼史  国土交通省自動車交通局旅客課企画官 

曽根 辰美  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室専門官 

石嶋 隆之  国土交通省自動車交通局旅客課専門官 

山浦 道康  国土交通省自動車交通局旅客課係長 

鈴木 充生  国土交通省自動車交通局旅客課新輸送サービス対策室係長 

滝澤  朗  国土交通省自動車交通局旅客課係長 

益森 芳成  社会システム㈱社会経済部企画調査室長 

青木 亮二  社会システム㈱社会経済部交通計画課課長補佐 

 

 

（順不同、敬称略） 
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　交通指導課
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　交通企画課
　　中村 課長補佐
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㈳日本バス協会
　地方交通委員会
　　上杉 委員長
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JR連合
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バス事業のあり方検討会（第２回）配席図
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㈳日本バス協会
　高速バス委員会
　　小田 委員長

㈳日本バス協会
　貸切委員会
　　富田 委員長

○

○

㈳全国旅行業協会
　　若井 事務局長
　 （島崎委員代理）

資料２



（C)高速ツアーバス連絡協議会 1

高速ツアーバス
事業展開の現状・課題・今後

高速ツアーバス連絡協議会

2011年1月14日

資料３-①



（C)高速ツアーバス連絡協議会 2

本日のアジェンダ

①事業成長の背景

②事業の社会的意義

③課題と対応策

④高速バス事業の今後



（C)高速ツアーバス連絡協議会 3

事業成長の背景



（C)高速ツアーバス連絡協議会 4

急成長の要因

高速ツアーバス事業概要
2001年、「スキーバス」「テーマパーク直行バス」の派生として誕

生。当初は「東京～大阪」のみ

年間利用者数600万人（2010年。推計値）。企画実施会社40社
（スポット運行を除く）。北海道と沖縄を除く全国に展開

急成長の3要因
各企画実施会社の旺盛なマーケティング意欲と、急成長するウェ

ブマーケティング手法との結びつき

柔軟な商品設定が可能な募集型企画旅行形態と、斬新なアイデ
アや新しい収益管理手法の結びつき

余剰貸切バスを使用することによる運行コストの低さ



（C)高速ツアーバス連絡協議会 5

背景

既存高速バスの市場シェア

全輸送機関合計

高速路線バス

4,407
4,125

5,417

3,355

59（1.4％） 69（1.6％） 149（2.8％） 254（7.6％）

住所：首都圏

移動先：宮城県

住所：宮城県

移動先：首都圏

住所：首都圏

移動先：新潟県

住所：新潟県

移動先：首都圏

首都圏-宮城県

首都圏-新潟県

『第4回全国幹線純流動量調査』 2007年国土交通省（データは2005年度） 単位：千人／年

【距離】東京～仙台、新潟ともに約350km【競合先】ともに新幹線 【人口規模】宮城県、新潟県ともに237万人

高速路線バスは、地方における既存事業者の販売力により成長

⇒大都市では統一された宣伝手法・予約窓口がなく低認知

例外的に地元の路線バス事
業者が参入していなかった東京
～仙台では市場シェア小

大都市間（東～阪、東～名）も
市場シェア小 多くの区間で地元の

路線バス事業者が自
ら（共同運行形式で）
運行し、地方側で市場
シェア大

ただし大都市側では
シェア小



（C)高速ツアーバス連絡協議会 6

マーケティング手法

高速ツアーバス利
用者数の推移

2001 05 06 08 0907

この間推計値なし

高速ツアーバス連絡協議会による推計値 単位：千人／年

05年11月 楽天トラベル 高速バス予約事業参入（楽天バスサービス㈱）

06年4月 WILLER TRAVEL 現社名に改称。CI導入、ブランド管理を開始

02 03 04

231

4,800

高速ツアーバスは、急成長するウェブマーケティングを活用することで、
既存の高速路線バスが掘り起こせていなかった需要を喚起した

最初の4年間

その後の4年間



（C)高速ツアーバス連絡協議会 7

商品設定

募集型企画旅行形式による好サイクル

「乗合」に比べ、価格設定の細分化が容易

旅行会社ならではの柔軟
な発想

航空・ホテル業界の成功
事例を応用

女性向け、高級志向など多
様な商品（座席タイプ）設定

レベニューマネジメントに
よる価格変動制導入

メディア露出→潜在需要喚起

収益性大幅改善、新商品
開発に再投資

顧客ニーズにき
め細かく対応
→顕在需要取り
込み

商品を細分化 繁閑を細分化



（C)高速ツアーバス連絡協議会 8

商品設定

多様な商品設定の一例
↓WILLER TRAVELの多様な

新型シート

↑低反発素材を用いたシート、女性
専用車でのルームウェア貸出、無料
ラウンジサービスを提供する平成エ
ンタープライズ



（C)高速ツアーバス連絡協議会 9

商品設定

「お客様がバスを選んで乗る時代」を実現

従来

女
性

男
性

高級志向

価格志向

ビジネス

レジャー

計画性

柔軟性

A社

今後

女
性

男
性

高級志向

価格志向

ビジネス

レジャー

計画性

柔軟性

A社
B社

C社

利用者を細分化し、きめ細かいニーズに合致した多様な商品を設定

→ウェブ上で比較検討後に予約 ⇒マーケットの「総和」を最大化

模式図：「公共交通としての使命」から「選んでもらうための商品」へ



（C)高速ツアーバス連絡協議会 10

低価格

「貸切バスの単価下落」が誕生の背景

需給調整撤廃

旅行形態変化（団体⇒個人）経済不順需要減

オフ期の稼動対策だっ
た「スキーバス」モデル
の通年化が可能に当初は価格訴求

供給増

2008年ごろより価格逆転

上級車両投入による単価アップ

レベニューマネジメント導入による繁忙期値上げ

高速路線バスの戦略的値下げ



（C)高速ツアーバス連絡協議会 11

低価格

「価格逆転」後の成長率

－0.6％

＋0.9％

単価

＋20.3％

＋33.2％

人数

ツアー前年比最高値最安値

7,0208,0002,3502,900首都圏～名古屋

11,000

ツアー

3,430

路線

8,800

路線ツアー

4,000首都圏～京阪神

2010年12月度実績

価格が逆転し割高となっても高速ツアーバスは順調に成長

⇒価格メリットが高速ツアーバス成長の「主要因」でなかったことを証明

「ツアー」のデータは楽天トラベルから高速ツアーバス各社への送客実績

「最安値」は4列シート、「最高値」は3列シートの価格。いずれも夜行便のみ対象

首都圏～仙台は、楽天トラベルからの送客実績に高速路線バスが多く含まれるため比較できず



（C)高速ツアーバス連絡協議会 12

路線ポートフォリオ

首都圏－京阪神

首都圏－名古屋

首都圏－仙台

高速ツアーバス

その他
大都市間3路線
が高速ツアーバ
スの70％以上

高速路線バス

「ツアー」は高速ツアーバス連絡協議会調
べ。2009年

「路線」は『第4回全国幹線純流動量調査』
国土交通省。データは2005年

大都市間3路線
は高速路線バス
の5％未満

ウェブマーケティングなど新手法の登場で主に大都市で高速バスの
需要喚起が進んだが、高速ツアーバスだけがそれを享受した



（C)高速ツアーバス連絡協議会 13

事業の社会的意義



（C)高速ツアーバス連絡協議会 14

人の移動を活性化

首都圏～宮城県の高速
バス利用者数推移

2005 2009

高速路線バス

高速ツアーバス

「ツアー」は高速ツアーバス連絡協議会
調べ。「路線」2005年実績は『第4回全国
幹線純流動量調査』国土交通省。「路
線」の2009年は未公表

わずか4年間で、高速ツアーバス＋高速路線バスの利用者数は4倍
以上に増加

⇒観光客や就職活動の学生などの移動を活性化



（C)高速ツアーバス連絡協議会 15

人の移動を活性化

インバウンド取込
⇒英韓中国語で予約を受け付ける
WILLER TRAVEL

高速ツアーバスは、全く新しい発想で「移動」にバリューイノベーショ
ンを起こし、人の動きを活性化している

車内イベント

⇒車内イベントで
旅のワクワク感
を演出する平成
エンタープライズ



（C)高速ツアーバス連絡協議会 16

雇用を活性化

貸切バスの稼働率を下支え

平日で最低400台／日（年
末等の繁忙日は1000台以
上／日）の貸切バスが、高速
ツアーバスとして稼動

旅行形態の変化（団体から
個人へ）、経済不順、円高
（インバウンド減少）による
貸切バス需要減少

貸切バス事業者の車両稼働率を下支え。雇用を維持

路線バス事業者の貸切部門や老舗貸切専業者も運行に参入

新規需要の喚起が、新規雇用の創出につながっている

貸切バスの輸送人員増加（2004年→2008年、1,276万人）の約3割



（C)高速ツアーバス連絡協議会 17

業界を活性化

バス業界内で数少ない成長分野

モータリゼーションの進
展など「平場」の路線
バス、貸切バスともにト
レンド悪化

平場／貸切バス

「高速バスブーム」（1985～95年）
終焉以来、局所的（明石海峡ルート
やアクアライン開通）成長を除くと、
高収益ながらも成長は停止

高速バス

高速バスブーム時の「成功体験」をバス業界全体が忘れている

高速ツアーバスの成長は、努力や工夫で需要喚起し「数字」につなげ
る楽しさや、「お洒落な乗り物」としてメディアに露出する喜びをバス業
界全体が思い出し、再浮上につながる大きなきっかけとなる
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課題と対応策
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高速ツアーバス事業を巡る課題

運用面での課題

①「集合場所」における安全性確保の問題

②「事業区域」違反、「改善基準告示」違反など貸切バス事業者の
法令順守の問題

制度面での課題

③高速路線バスとの規制格差の問題

④路線バス事業者の経営（主に「平場」の路線維持）に与える影響
の問題



（C)高速ツアーバス連絡協議会 20

集合場所問題

都市部の集合場所が課題
各社の出発が集中。バス輻輳による道路混雑、利用者による歩
道占拠 →新宿、東京駅、横浜

地方部では駅前広場の貸切バス乗降スペース使用

新宿地区は当面の対策完了

一般社団法人貸切バス
駐車対策協議会と連携
し、自主整理体制を確
立（2010年12月15
日）。第2フェーズの準
備中
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集合場所問題

東京駅、横浜は抜本的改善に着手

協議会内に「集合場所対策実行委員会」を設置。2011年6月ま
でに抜本的な解決策を提示→2011年内を目途に実行する

想定される抜本的対策

・該当集合場所への乗り入れ台数自主規制

・受付ならびに乗車手続きの段取りを大幅に見直し
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法令順守徹底の問題

外部機関と連携し自主監査体制確立へ

協議会内に「安全対策実行委員会」を設置。2011年6月までに
抜本的な解決策を提示→2011年内を目途に実行する

想定される抜本的対策

・安全対策に十分な知見と実績を持つ外部機関と提携

・事業区域違反、「改善基準告示」違反を念頭に自主監査体制
を構築

「総務省勧告」において「国土交通省は（中略）ツアーバス関係者によ
る自主的な改善を促すこと」とされており、会員による当該事業の存
続のため協議会として責任をもって対策を実施する所存
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規制格差の問題

「ツアー」「路線」業態比較

強
み

地方部での認知度

事業規模大きく多頻度運行可

ウェブによる需要喚起営
業
面

わかりやすいバス停

当日（車内）発券可

高速道路上バス停使用可

新設・改廃が柔軟

価格設定が柔軟

傭車が柔軟

制
度
面

高速路線バス高速ツアーバス

「ツアー」は長距離夜行に優位。「路線」は多頻度昼行に優位

必ずしも制度的に高速ツアーバス業態だけが優位なわけではない。

双方のメリット・デメリットをよく理解し、区間ごとに（または事業者の
ポリシーによって）選び分ける必要がある



（C)高速ツアーバス連絡協議会 24

規制格差の問題

参入障壁

「路線」事業者による「ツアー」参入は容易

弘南バス、サンデン交通など実績あり

「ツアー」事業者による「路線」参入は困難

需給調整条項撤廃済み→道運法の理念上は新規参入を歓迎

新規参入には「バス停」の確保が必要→事実上の参入障壁

→「バス停の再配分・新規増設」において、公平性を担保するシ
ステムが未整備。新規事業者にはバス停確保困難

事実上は「既存事業者同士の間でのみ需給調整撤廃」

「持てる者」と「持たざる者」の格差は永遠に縮まらない

→「バス停の権利」にこそ、イコールアクセスが必要
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内部補助への影響の問題

道路運送法改正による内部補助概念の変化

2002年法改正（規制緩和）以前

参入規制・地域独占認可の代償として内部補助による路線維持

2002年法改正（規制緩和）以後

系統単位の公的補助による路線維持

片や赤字系統で公的補助を受けつつ、片や内部補助のため高速
バスの競争を制限することは、社会から非難を浴びるリスク（公的補
助が十分と言えず内部補助を継続している実態は承知しているが・・・）

「平場」路線バス維持のため（ネットワーク効果の発生しない）高速
バスの競争を制限することに市民のコンセンサスが十分か疑問
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高速バス事業の今後
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両業態の融合事例

①予約サイトでの「ツアー」「路線」併売
2009年11月、予約サイト最大手
「楽天トラベル高速バス予約」（楽天
バスサービス㈱）が高速路線バス
取扱開始。

ある事業者では該当路線の輸送人
員が35％増加

【楽天トラベルでの路線バス取扱（代
売）一覧】
弘南バス 東北急行バス 東京空港交通
西東京バス 三重交通 南海バス
四国高速バス 西鉄高速バス 大分バス
九州産交バス、宮崎交通
（2011年1月現在）
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両業態の融合事例

②「ツアー」企画実施会社と「路線」事業者の提携
2010年7月、企画実施会社最大手「WILLER TRAVEL㈱」が路線バス事業者
と本格提携開始。南部バスでは東京線の収益が対前年30％増加。1運行あた
り乗客数は対前年47％増加（2010年11月度実績）

【WILLER TRAVEL路線バス事業者の提携一覧】
北都交通 根室交通 銀嶺バス おびうん観光 南部バス 四国高速バス 西鉄高速バス
大分バス （2011年1月現在。提携内容は各社ごとに異なる）
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両業態の融合事例

③「路線」事業者の「ツアー」参入

自社企画実施（自社ブランド）による参入事例

弘南バス、しずてつジャストライン、サンデン交通その他

他社企画商品の運行会社としての参入事例

大手私鉄系事業者も含め多数

上記①～③の事例は、「高速ツアーバス（新規事業者） VS 高速路
線バス（既存事業者）」のような固定観念を拭い去り双方の強みを持
ち寄れば、新しいビジネスチャンスが生まれることを示している

中間型事業者の参入事例

桜交通、イーグルバス、イルカ交通、中紀バス、高知駅前観光その他
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両業態それぞれの「強み」

公益的企業の社会的使命感

地方での存在感・信頼感

駅前立地のターミナル

マーケティング意欲が旺盛

中小規模が多く柔軟
事
業
者

運行計画を届出（ダイヤ、バス
停）

（うまく機能すれば）運行責任の
明確化

安
全
面

当日発券可能（含む車内）

わかりやすいバス停

高速道路上のバス停使用

路線の新設・改廃が容易

座席タイプ別／繁閑別運賃

繁忙日の傭車／スポット運行

企画・販売責任の明確化

営
業
面

高速路線バス高速ツアーバス

双方に「強み」がある（逆に言えば双方に「弱み」がある）
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ご提案「高速バス事業のあり方ロードマップ」

本検討会の究極のゴール
安全性・公平性を担保しつつ、柔軟な営業を可能とし、高速バス
市場の最大化を支援する「新制度」を時間をかけてでも構築する

当面、業界がなすべきこと
各事業者・企画実施会社が両業態の強み・弱みを深く理解し、実
態に合った業態を選択。それぞれの業態で法令順守を徹底

IT化など消費環境の変化、現制度の限界を踏まえ、短期的、長期的両
面のアプローチで制度の最適化を目指す「ロードマップ」を作成し、期
限を決めて「新制度」の構築を目指してはどうか
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各社の強みを持ち寄るため
のサポート体制

（協会、予約サイト、システム
ベンダー、コンサルなど）

高速バス業界の今後

【都市型私鉄系・JR系事業者】
全国への路線網のハブ的存在。後方
業務や車両運用の効率化、大規模ター
ミナルなどの強み
＜今後＞
大都市圏での戦略的マーケティングの
窓口（特にウェブ）として役割増加

【地方型私鉄系事業者】
地域で圧倒的存在感を持ち高速バス
の認知を高めてきた存在。都市側共同
運行先に温度差
＜今後＞
狭域マーケティングに欠かせぬ存在。
「強いパートナー」を求め共同運行ペア
組み換え連鎖が起こる？

【企画実施会社（旅行専業）】
単一ブランドによる全国ネットワークを
構築しうる存在（cf.グレイハウンド、
ユーロラインズ）
＜今後＞
ブランド価値確立と、地方側での販売
力確保のための戦略提携が進む

【企画実施会社（バス兼業）】
貸切バスの新規事業分野（通年運行ま
たは繁忙期のスポット運行）
＜今後＞
既存路線バス事業者、老舗貸切専業
者も参入？ 貸切専業者が自社ブラン
ドを訴求しB to Cに参入する好機
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2011.1.14 

(社)日本旅行業協会 

 

１． 旅行業者と貸切バス事業者の関係 
   旅行業者と貸切バス事業者は、事業活動をする上で重要なパートナーです。今後も、（社）日

本バス協会と更に連携を強化し、安心安全に努めて参ります。特に指摘を受けた課題に対し

ては共に協力を行い改善に努めます。 
 
 
２． 安全は最重要課題 

長引く不況のなか、航空会社や鉄道会社も各種割引運賃等を提案し顧客獲得を模索していま

すが、いずれも安全は最優先課題として取り組んでおります。貸切バス事業においても、安

全運行は最大の重要課題であることから、旅行業界も共に認識を共有し取り組んでゆかなけ

ればならないと考えます。 

 

 

３． 平成 12 年の規制緩和 
自由闊達な競争を促進することを目的に平成 12 年に貸切バスの規制緩和が実施されました。

これにより事業者数、車両数が大幅に増え輸送人員も増加しました。しかしながらその反面、

事業者間の競争が激化してきた事も事実です。 
特に近年は、経済不況、原油価格の高騰等厳しい状況での過当競争が激化しており、そのこ

とにより安全運行に影響をきたすならば「バス事業のあり方に関する検討会」において議論

が必要と考えます。 
 
 
４． 届出運賃制度 

現行の運賃制度は混乱しており、現場の状況にあった運賃制度の検討が必要と考えます。 
 
 

５． 配車地での貸切バスの待機場所について 
特に東京都内等主要都市では駐車場が確保できないケースが多く、貸切バス事業者、旅行業

者双方が困惑しているのが現状です。ターミナル駅の一部地域で合法的に駐車ができるよう

に御願いしたい。 

 

 

６．（社）日本バス協会との連携したガイドラインの作成 

  現在、（社）日本バス協会との連携しパートナーシップガイドラインを作成中です。法令等を

遵守した旅行の運行、安全な乗降場所の確保、安全運行の遵守、安全管理体制の確立等の項目

から構成される予定です。又、バス事業者、旅行業者双方がこの協議の中で安全運行確保を再

確認する機会にしたいと考えおります。 

以上 

資料３－② 
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 資料３－④ 
 

バス事業のあり方検討会 
私鉄総連の意見について 

 
はじめに 
 バス事業は、2000年の貸切バス、2002年の乗合バス、それぞれの規制緩和以降、大きく混

乱しました。また、当初意図された規制緩和によるバス事業の活性化とは裏腹に、乗合バス

では路線撤退が進み、利用者利便が著しく低下するとともに、各乗合バス事業者の経営は著

しく疲弊していきました。さらに貸切バスではダンピングや法令違反の横行により旅客の安

全輸送を脅かすような事態も産み出されてきました。 
 こうした状況の中、昨年９月に総務省から出された「貸切バスの安全確保対策に関する行

政評価・監視結果に基づく勧告」は、これまで私たちが是正を求めてきた内容とも一致して

います。勧告が指摘する課題の是正に大いに期を寄せています。 
 今回、国土交通省自動車交通局が「バス事業のあり方検討会」を設置し、これらの課題へ

の対応、今後のバス事業のあり方を検討するにあたり、私鉄総連として、以下の意見を述べ

させていただきます。 
 
１．「バス事業のあり方検討会」についての意見 
(1)第１回検討会において示されたスケジュールでは、３月下旬に予定される第７回検討会

で、報告書をとりまとめる予定となっています。しかし、同じく示されている主な検討事項

の課題の重さからすると、拙速な結論を出そうとしている感が否めません。 しかし、総務

省の勧告については、高速バス事業者にとって現状の放置は死活問題ともなることから、当

初予定通りに結論を出すべきと考えます。一方、将来のバス事業のあり方については、中期

的に議論して結論を出すべきと考えます。短期で結論を出すべき課題と中期的な議論を要す

る課題を分けて議論すべきではないかと考えます。 
 
(2)総務省勧告の指摘について、規制や基準の強化や緩和だけでは貸切バス業界の健全化や

安全対策が図れるとは、規制緩和以降の10年間の経験からも困難と思われます。規制緩和時

の運輸政策審議会での結論からも事後的チェックの強化が不可欠です。現行の監査体制を強

化すると同時に、デジタルタコグラフ等の機器の設置と一定期間毎にデーターの提出を全事

業者に義務づけ、電子監査を導入し、現行監査と併せて行うことを要望します。 
 
２．主な検討事項についての意見 
(1)乗合バス規制の緩和と乗合バス・ツアーバス規制の一本化・明確化について 
 高速路線バスの規制を緩和し、ツアーバスへの規制を強化することで競争条件の均等化を

はかる手法ではなく、安全運行確保や旅客の利便性などを考慮した上で、明確な棲み分けの

ルールを確立すべきです。また、現在行われている企画募集型ツアーバスは、道路運送法第



４条はもちろんのこと、第21条(乗合旅客の運送)、第43条(特定旅客自動車運送事業)の規定

とも矛盾していることから、第４条の許可を基本に対応すべきと考えます。 
 
(2)乗合バス・貸切バスの運賃・料金規制の合理化 
 運賃・料金規制については、安全運行を担保できる制度とし、ダンピングを防止できる仕

組みを確立すべきです。また、安全運行を担保するためには、適正な車両費(整備を含む)・

油脂費用と同時に適正な人件費を確保することも重要な課題です。バス運転者の賃金は年々

低下していますが、年収の低下は、副業や無理な乗務にもつながる懸念があると同時に要員

確保の観点からも問題があります。「自動車運転者の労働時間等改善のための基準」(改善

基準告示)等の関係法規を遵守し、適正な要員を確保した上で事業を継続できるようにすべ

きです。 
 さらに、2008年当時のような燃料費が急騰時に対応できるような仕組みも検討すべきです。 
 
(3)旅客の安全を確保するための旅行業者と貸切バス事業者の関係のあり方  
①貸切バス事業の様々な課題は、旅行業者との関係に起因するものが多いと言え、適正な取

引関係の確立が必要と言えます。現行では、輸送の安全は全てバス事業者の責任となってい

ますが、法令や各種基準を遵守できないような発注(無理な行程やダンピングなど)に起因す

る事故については、例えば、労働安全衛生法にあるような発注者責任を問える仕組みを作る

べきといえます。 
②現状は公示運賃が守れていない状況がありますが、各貸切バス事業者は人件費を切り下げ

て対応しています。旅行業者は公示運賃を守るべきであり、公示運賃を守る仕組みを確立す

べきです。また、輸送以外のサービスは旅行業者の責任で行うべきです。 
 
 

以  上 



別紙１

（単位：万円）

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

公営バス 826 833 836 841 842 836 812 813 799 764 762 750 714 707 699

民営バス 623 630 631 630 621 600 577 554 521 505 492 479 475 468 458

全産業 557 560 567 575 570 562 560 566 555 548 543 552 555 555 550

各年度における保有車両３０両以上の事業者（平成18年10月に施工された改正道路運送法に伴い、

乗合バスとみなされた事業者を除く。）の集計値（国土交通省調べ）

厚生労働省「賃金構造基本統計調査報告」による男子労働者の平均

公営バス運転者と民営バス運転者の所得の推移

全 産 業 ：

注）公営・民営運転者：
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（年間所得額）

699
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別紙２ 
労働安全衛生法「発注者責任」に関連する条文ついて 

 
１．労働安全衛生法 
(1)３条３項 (発注者が配慮すべき事項) 
(2)第29条(元方事業者の講ずべき措置) 
(3)第29条の２(元方事業者の講ずべき技術上の指導) 
(4)第30条(特定元方事業者等が講ずべき措置) 
(5)第30条の２(製造業の元方事業者の講ずべき措置) 
 
２．関係する法律 
 建設業法第24条の６ 
 特定建設事業者の責務として、①現場での法令遵守指導、②下請け業者の法令違反につい

ては是正指導、③下請け業者が是正しない場合の許可行政庁への通報、を掲げ、指導べき法

令として、建設業法、建築基準法等と並んで、労働基準法、労働安全衛生法、職業安定法、

労働者派遣法を規定しています。 
 
 

以  上 
 
 



 

 

バス事業のあり方検討会今後のスケジュール（案） 

 

 

 

平成２３年    

１月２０日(木) 第３回  ・ ツアーバスについての議論 

 

２月１７日(木) 第４回  ・ 貸切バス事業者と旅行業者との関係について

  の議論 

３月 ７日(月) 第５回  ・ 貸切バス運賃・料金についての議論 

 

３月２１日の週 第６回  ・ 報告書（素案）の審議 

 

３月２８日の週 第７回  ・ 報告書のとりまとめ 

 

 

資料４ 




